
事 務 連 絡 

平成 28 年 11 月 18 日 

 

各都道府県建設業協会 事務局 御中 

 

一般社団法人全国建設業協会 

事 業 部 

 

工事請負契約書及び履行保証等の当面の取扱いについて（資料差替え） 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、平成 28 年 11 月 10 日付全建事発第 99 号にてご案内しました標記の件

につきまして、このたび国土交通省から資料（直轄事務連絡）の差替え依頼が

ありましたので、別添資料と差し替えていただくとともに、貴会会員企業の皆

様に対してご周知賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

【直轄事務連絡の訂正箇所】 

○「別紙１ 平成 28 年 11 月 9 日付事務連絡」 

・2 頁 1 行目 「第 47 条第 1 項中･･･ に改める。」を追加。 

・2 頁 28 行目 「第 43 条第 1 項中･･･ に改める。」を追加。 

・3 頁 13 行目 「第 43 条第 1 項中･･･ に改める。」を追加。 

・3 頁 40 行目 「第 33 条第 1 項中･･･ に改める」を追加。 

・4 頁 24 行目 「第 45 条第 1 項中･･･ に改める」を追加。 

○「工事請負契約書の制定について」ほか新旧対照表 

※上記の訂正に係る新旧条文の追加。 

以 上 

 

（担当）事業部 山川 

TEL 03-3551-9396 

FAX 03-3555-3218 

ﾒｰﾙ jigyo@zenken-net.or.jp 



事 務 連 絡

平成28年11月９日

各地方整備局 総 務 部 契 約 課 長 殿

北海道開発局 事業振興部 工事管理課長補佐 殿

大臣官房地方課 課長補佐

北海道局予算課 課長補佐

履行拒否又は受注者の責めに帰すべき履行不能の場合の違約金

に係る工事請負契約書等の当面の取扱いについて

破産法（平成16年法律第75号）等に基づく解除により、受注者がその債務の

履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務につ

いて履行不能となった場合の違約金については、当分の間、工事請負契約書等

を下記のとおり取り扱うこととするので、遺漏なきよう措置されたい。

記

（工事請負契約書の一部改正）

１ 「工事請負契約書の制定について （平成７年６月30日付け建設省厚契発第」

25号）別冊の工事請負契約書の一部を次のように改正する。

第46条第２項及び第３項を削り、同条の次に次の１条を加える。

（契約が解除された場合等の違約金）

第46条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請

負代金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。

一 前条の規定によりこの契約が解除された場合

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事

由によって受注者の債務について履行不能となった場合

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当す

る場合とみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において 破産法 平、 （

成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生

法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生

法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

３ 第１項の場合（前条第６号の規定により、この契約が解除された場合を

除く ）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる。

担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保を

もって第１項の違約金に充当することができる。

別紙１



第47条第１項中「前条第１項」を「第46条」に改める。

第49条第３項及び第８項中「第46条」の下に「又は第46条の２第２項」を

加える。

（土木設計業務等委託契約書の一部改正）

２ 「土木設計業務等委託契約書の制定について （平成７年６月30日付け建設」

省厚契発第26号）別冊の土木設計業務等委託契約書の一部を次のように改正

する。

第42条第２項及び第３項を削り、同条の次に次の一条を加える。

（契約が解除された場合等の違約金）

第42条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業

務委託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。

一 前条の規定によりこの契約が解除された場合

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事

由によって受注者の債務について履行不能となった場合

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当す

る場合とみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において 破産法 平、 （

成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生

法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生

法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

３ 第１項の場合（前条第６号の規定により、この契約が解除された場合を

除く ）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる。

担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保を

もって第１項の違約金に充当することができる。

第43条第１項中「前条第１項」を「第42条」に改める。

第46条第１項、第２項、第５項第１号及び第７項中「第42条」の下に「又

は第42条の２第２項」を加える。

（建築設計業務委託契約書の一部改正）

３ 「建築設計業務委託契約書の制定について （平成10年10月１日付け建設省」

） 。厚契発第37号 別冊の建築設計業務委託契約書の一部を次のように改正する

第42条第３項及び第４項を削り、同条の次に次の一条を加える。

（契約が解除された場合等の違約金）

第42条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業

務委託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。

一 前条第１項又は第２項の規定によりこの契約が解除された場合

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事

由によって受注者の債務について履行不能となった場合



２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当す

る場合とみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において 破産法 平、 （

成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生

法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生

法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

３ 第１項の場合（前条第１項第４号の規定により、この契約が解除された

場合を除く ）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに。

代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は

担保をもって第１項の違約金に充当することができる。

第43条第１項中「前条第１項及び第２項」を「第42条」に改める。

第46条第１項、第２項及び第４項中「第42条」の下に「又は第42条の２第

２項」を加える。

（建築工事監理業務委託契約書の一部改正）

４ 「建築工事監理業務委託契約書の制定について （平成13年２月15日付け国」

官地第3-2号）別冊の建築工事監理業務委託契約書の一部を次のように改正す

る。

第32条第３項及び第４項を削り、同条の次に次の一条を加える。

（契約が解除された場合等の違約金）

第32条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業

務委託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。

一 前条第１項又は第２項の規定によりこの契約が解除された場合

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事

由によって受注者の債務について履行不能となった場合

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当す

る場合とみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において 破産法 平、 （

成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生

法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生

法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

３ 第１項の場合（前条第１項第４号の規定により、この契約が解除された

場合を除く ）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに。

代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は

担保をもって第１項の違約金に充当することができる。

第33条第１項中「前条第１項及び第２項」を「第32条」に改める。

第36条第２項中「第32条」の下に「又は第32条の２第２項」を加える。



（発注者支援業務等委託契約書の一部改正）

５ 「発注者支援業務等委託契約書の制定について （平成24年１月10日付け国」

地契第64号、国北予第28号）の一部を次のように改正する。

第44条の２第２項及び第３項を削り、同条の次に次の一条を加える。

（契約が解除された場合等の違約金）

第44条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業

務委託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。

一 前条の規定によりこの契約が解除された場合

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事

由によって受注者の債務について履行不能となった場合

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当す

る場合とみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において 破産法 平、 （

成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生

法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生

法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

３ 第１項の場合（前条第６号の規定により、この契約が解除された場合を

除く ）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる。

担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保を

もって違約金に充当することができる。

第45条第１項中「前条第１項」を「第44条」に改める。

第48条第３項第１号及び第５項中「第44条」の下に「又は第44条の２第２

項」を加える。



○工事請負契約書の制定について（平成７年６月30日付け建設省厚契発第25号）（抄）
（下線部分が改正部分）

新 旧

（発注者の解除権） （発注者の解除権）
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を 第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を
解除することができる。 解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないと 一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないと
き。 き。

二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相 二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相
当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

三 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 三 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約 四 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約
の目的を達することができないと認められるとき。 の目的を達することができないと認められるとき。

五 第48条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 五 第48条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 六 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場 イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場
合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する 合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する
事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不 事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策 当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策
法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において 法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において
「暴力団員」という。）であると認められるとき。 「暴力団員」という。）であると認められるとき。

ロ～ト （略） ロ～ト （略）

（契約が解除された場合等の違約金）
第46条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代 ２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代
金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ 金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ
なければならない。 なければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由に
よって受注者の債務について履行不能となった場合

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場
合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成
16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

３ 第１項の場合（前条第６号の規定により、この契約が解除された場合を除 ３ 第１項第１号から第５号までの規定により、この契約が解除された場合にお
く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保 いて、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行
の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金
１項の違約金に充当することができる。 に充当することができる。

第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、 の規定によるほか、必要 第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、 の規定によるほか、第46条 前条第１項



があるときは、この契約を解除することができる。 必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を ２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を
及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

（解除に伴う措置） （解除に伴う措置）
第49条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の 第49条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の
上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受 上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受
けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に
相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発 相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発
注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来 注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来
形部分を最小限度破壊して検査することができる。 形部分を最小限度破壊して検査することができる。

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とす ２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とす
る。 る。

３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合を含む。）の ３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合を含む。）の
規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第37条及び第41条の規定 規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第37条及び第41条の規定
による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控 による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控
除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この 除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この
場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除 場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除
が第46条 の規定によるときにあっては、その余剰額に前 が第46条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から又は第46条の２第２項
払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.8パーセントの割合で計 返還の日までの日数に応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付し
算した額の利息を付した額を、解除が前２条の規定によるときにあっては、そ た額を、解除が前２条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返
の余剰額を発注者に返還しなければならない。 還しなければならない。

４ 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 ４ 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第
１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者 １項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者
に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意 に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意
若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格 若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格
しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して
返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

５ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該 ５ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該
貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が 貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が
受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは 受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは
原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

６ 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有 ６ 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有
又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有 又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有
又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤 又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤
去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ 去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ
ればならない。 ればならない。

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を ７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を
撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者 撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者
は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付け は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付け
を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復 を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復
若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分 若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分
又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等 ８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等
については、この契約の解除が第46条 の規定によるとき については、この契約の解除が第46条の規定によるときは発注者が定め、前２又は第46条の２第２項
は発注者が定め、前２条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項
めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべ 後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等



き措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるもの については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
とする。



○土木設計業務等委託契約書の制定について（平成７年６月30日付け建設省厚契発第26号）（抄）
（下線部分が改正部分）

新 旧

（発注者の解除権） （発注者の解除権）
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を 第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を
解除することができる。 解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないと 一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないと
き。 き。

二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らか 二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らか
に認められるとき。 に認められるとき。

三 管理技術者を配置しなかったとき。 三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約 四 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約
の目的を達成することができないと認められるとき。 の目的を達成することができないと認められるとき。

五 第44条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 五 第44条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 六 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場 イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場
合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契 合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契
約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力 約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力
団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下 団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この 「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この
号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。

ロ～ト （略） ロ～ト （略）

（契約が解除された場合等の違約金）
第42条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委 ２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委
託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ 託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ
なければならない。 なければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由に
よって受注者の債務について履行不能となった場合

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場
合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成
16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

３ 第１項の場合（前条第６号の規定により、この契約が解除された場合を除 ３ 第１項第１号から第５号までの規定により、この契約が解除された場合にお
く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保 いて、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行
の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金
１項の違約金に充当することができる。 に充当することができる。

第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、 の規定によるほか、必要 第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、 の規定によるほか、第42条 前条第１項



があるときは、この契約を解除することができる。 必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を ２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を
及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

（解除に伴う措置） （解除に伴う措置）
第46条 この契約が解除された場合において、第34条（第37条の３において準用 第46条 この契約が解除された場合において、第34条（第37条の３において準用
する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条 する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条の又

の規定による解除にあっては、当該前払金の額（第37条の 規定による解除にあっては、当該前払金の額（第37条の規定により部分引渡しは第42条の２第２項
規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前 をしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した
払金の額を控除した額）に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に 額）に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.8パーセン
応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第4 トの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解
4条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければ 除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
ならない。

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第２項の規定に ２ 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第２項の規定に
より既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条（第37条の３におい より既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条（第37条の３におい
て準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、発注者は、当 て準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、発注者は、当
該前払金の額（第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡 該前払金の額（第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡
しにおいて償却した前払金の額を控除した額）を前条第３項の規定により定め しにおいて償却した前払金の額を控除した額）を前条第３項の規定により定め
られた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済 られた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済
みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条 みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条の規定による解除にあ又は第42条の２第２項
の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日 っては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.
までの日数に応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、 8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規
第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還し 定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
なければならない。

３ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当 ３ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当
該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与 該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与
品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若 品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若
しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければなら しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければなら
ない。 ない。

４ 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又 ４ 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又
は管理する業務の出来形部分（第37条に規定する部分引渡しに係る部分及び前 は管理する業務の出来形部分（第37条に規定する部分引渡しに係る部分及び前
条第２項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。）、調査機械器具、仮 条第２項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。）、調査機械器具、仮
設物その他の物件（第７条第３項の規定により、受注者から業務の一部を委任 設物その他の物件（第７条第３項の規定により、受注者から業務の一部を委任
され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条 され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条
において同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作 において同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作
業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

５ 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用（以下この項及び ５ 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用（以下この項及び
次項において「撤去費用等」という。）は、次の各号に掲げる撤去費用等につ 次項において「撤去費用等」という。）は、次の各号に掲げる撤去費用等につ
き、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 き、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第42条 一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第42条によるときは又は第42条の

によるときは受注者が負担し、第43条又は第44条によるときは発注 受注者が負担し、第43条又は第44条によるときは発注者が負担する。２第２項
者が負担する。

二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担す 二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担す
る。 る。

６ 第４項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件 ６ 第４項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件
を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者 を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者
は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを



行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若 行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若
しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出し しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出し
た撤去費用等（前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分 た撤去費用等（前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分
に係るものを除く。）を負担しなければならない。 に係るものを除く。）を負担しなければならない。

７ 第３項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、こ ７ 第３項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、こ
の契約の解除が第42条 によるときは発注者が定め、第43 の契約の解除が第42条によるときは発注者が定め、第43条又は第44条の規定に又は第42条の２第２項
条又は第44条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものと よるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段及び第
し、第３項後段及び第４項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等に ４項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受
ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 注者の意見を聴いて定めるものとする。



○建築設計業務委託契約書の制定について（平成10年10月１日付け建設省厚契発第37号）（抄）
（下線部分が改正部分）

新 旧

（発注者の解除権） （発注者の解除権）
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を 第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を
解除することができる。 解除することができる。
一 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らか 一 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らか
に認められるとき。 に認められるとき。

二 管理技術者を配置しなかったとき。 二 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約 三 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約
の目的を達成することができないと認められるとき。 の目的を達成することができないと認められるとき。

四 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 四 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場 イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場
合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契 合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契
約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力 約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力
団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下 団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この 「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この
号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。

ロ～ト （略） ロ～ト （略）
２ 発注者は、受注者が、第44条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申 ２ 発注者は、受注者が、第44条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申
し出たときは、この契約を解除することができる。 し出たときは、この契約を解除することができる。

（契約が解除された場合等の違約金）
第42条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委 ３ 第１項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者
託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ は、業務委託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期限
なければならない。 までに支払わなければならない。
一 前条第１項又は第２項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由に
よって受注者の債務について履行不能となった場合

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場
合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成
16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

３ 第１項の場合（前条第１項第４号の規定により、この契約が解除された場合 ４ 第１項第１号から第３号までの規定により、この契約が解除された場合にお
を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる いて、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行
担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもっ われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金
て第１項の違約金に充当することができる。 に充当することができる。

第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、 の規定によるほか、必要 第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、 の規定に第42条 前条第１項及び第２項
があるときは、この契約を解除することができる。 よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。



２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を ２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を
及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

（解除に伴う措置） （解除に伴う措置）
第46条 この契約が解除された場合において、第34条（第37条の３において準用 第46条 この契約が解除された場合において、第34条（第37条の３において準用
する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条 する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条の又

の規定による解除にあっては、当該前払金の額（第37条の 規定による解除にあっては、当該前払金の額（第37条の規定により部分引渡しは第42条の２第２項
規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前 をしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した
払金の額を控除した額）に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に 額）に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.8パーセン
応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第4 トの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解
4条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければ 除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
ならない。

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第２項の規定に ２ 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第２項の規定に
より既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条（第37条の３におい より既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条（第37条の３におい
て準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、発注者は、当 て準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、発注者は、当
該前払金の額（第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡 該前払金の額（第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡
しにおいて償却した前払金の額を控除した額）を前条第３項の規定により定め しにおいて償却した前払金の額を控除した額）を前条第３項の規定により定め
られた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済 られた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済
みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条 みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条の規定による解除にあ又は第42条の２第２項
の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日 っては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.
までの日数に応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、 8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規
第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還し 定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
なければならない。

３ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当 ３ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当
該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与 該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与
品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若 品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若
しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければなら しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければなら
ない。 ない。

４ 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この ４ 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この
契約の解除が第42条 によるときは発注者が定め、第43条 契約の解除が第42条によるときは発注者が定め、第43条又は第44条の規定によ又は第42条の２第２項
又は第44条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものと るときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する
し、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発 受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴
注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 いて定めるものとする。



○建築工事監理業務委託契約書の制定について（平成13年２月15日付け国官地第3-2号）（抄）
（下線部分が改正部分）

新 旧

（発注者の解除権） （発注者の解除権）
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を 第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を
解除することができる。 解除することができる。
一 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らか 一 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らか
に認められるとき。 に認められるとき。

二 管理技術者を配置しなかったとき。 二 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約 三 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約
の目的を達成することができないと認められるとき。 の目的を達成することができないと認められるとき。

四 受注者（受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。 四 受注者（受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場 イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場
合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契 合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契
約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力 約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力
団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下 団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この 「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この
号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。

ロ～ト （略） ロ～ト （略）
２ 発注者は、受注者が、第34条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申 ２ 発注者は、受注者が、第34条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申
し出たときは、この契約を解除することができる。 し出たときは、この契約を解除することができる。

（契約が解除された場合等の違約金）
第32条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委 ３ 第１項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者
託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ は、業務委託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期限
なければならない。 までに支払わなければならない。
一 前条第１項又は第２項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由に
よって受注者の債務について履行不能となった場合

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場
合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成
16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

３ 第１項の場合（前条第１項第４号の規定により、この契約が解除された場合 ４ 第１項第１号から第３号までの規定により、この契約が解除された場合にお
を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる いて、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行
担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもっ われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金
て第１項の違約金に充当することができる。 に充当することができる。

第33条 発注者は、業務が完了するまでの間は、 の規定によるほか、必要 第33条 発注者は、業務が完了するまでの間は、 の規定に第32条 前条第１項及び第２項
があるときは、この契約を解除することができる。 よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。



２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を ２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を
及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

（解除に伴う措置） （解除に伴う措置）
第36条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるとき 第36条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるとき
は、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当 は、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当
該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納 該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納
め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ
ばならない。 ばならない。

２ 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この ２ 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この
契約の解除が第32条 によるときは発注者が定め、第33条 契約の解除が第32条によるときは発注者が定め、第33条又は第34条の規定によ又は第32条の２第２項
又は第34条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものと るときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する
し、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発 受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴
注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 いて定めるものとする。



○発注者支援業務等委託契約書の制定について（平成24年１月10日付け国地契第64号、国北予第28号）（抄）

（下線部分が改正部分）

新 旧

（発注者の解除権） （発注者の解除権）

第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除

することができる。 することができる。

一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないと 一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないと

き。 き。

二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らか 二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らか

に認められるとき。 に認められるとき。

三 管理技術者を配置しなかったとき。 三 管理技術者を配置しなかったとき。

四 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目 四 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目

的を達成することができないと認められるとき。 的を達成することができないと認められるとき。

五 第46条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 五 第46条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

六 受注者（受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。 六 受注者（受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。

以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場 イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場

合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の委 合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の委

託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が 託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。

以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下 以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下

この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。

ロ～ト （略） ロ～ト （略）

（契約が解除された場合等の違約金）

第44条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委 ２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料

託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ

なければならない。 ればならない。

一 前条の規定によりこの契約が解除された場合

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由に

よって受注者の債務について履行不能となった場合

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場

合とみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成

16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法

（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法



（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

３ 第１項の場合（前条第６号の規定により、この契約が解除された場合を除 ３ 第１項第１号から第５号までの規定により、この契約が解除された場合にお

く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保 いて、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行

の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違 われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当

約金に充当することができる。 することができる。

第45条 発注者は、業務が完了するまでの間は、 の規定によるほか、必要 第45条 発注者は、業務が完了するまでの間は、 の規定によるほか、第44条 前条第１項

があるときは、契約を解除することができる。 必要があるときは、契約を解除することができる。

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼ ２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼ

したときは、その損害を賠償しなければならない。 したときは、その損害を賠償しなければならない。

（解除に伴う措置） （解除に伴う措置）

第48条 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当 第48条 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当

該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与 該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与

品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若 品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若

しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければなら しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければなら

ない。 ない。

２ 受注者は、契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管 ２ 受注者は、契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管

理する業務の出来形部分（第36条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第 理する業務の出来形部分（第36条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第

２項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。）、調査機械器具、仮設物 ２項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。）、調査機械器具、仮設物

その他の物件（第７条第３項の規定により、受注者から業務の一部を委任さ その他の物件（第７条第３項の規定により、受注者から業務の一部を委任さ

れ、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条に れ、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条に

おいて同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業 おいて同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業

現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

３ 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用（以下この項及び ３ 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用（以下この項及び

次項において「撤去費用等」という。）は、次の各号に掲げる撤去費用等につ 次項において「撤去費用等」という。）は、次の各号に掲げる撤去費用等につ

き、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 き、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。

一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第44条 一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第44条によるときは又は第44条の

によるときは受注者が負担し、第45条又は第46条によるときは発注 受注者が負担し、第45条又は第46条によるときは発注者が負担する。２第２項

者が負担する。

二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担す 二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担す

る。 る。

４ 第２項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件 ４ 第２項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件

を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者 を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者

は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを

行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若 行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若

しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出し しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出し

た撤去費用等（前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分 た撤去費用等（前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分

に係るものを除く。）を負担しなければならない。 に係るものを除く。）を負担しなければならない。

５ 第１項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契 ５ 第１項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契



約の解除が第44条 によるときは発注者が定め、第45条又 約の解除が第44条によるときは発注者が定め、第45条又は第46条の規定による又は第44条の２第２項

は第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、 ときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第１項後段及び第２項

第１項後段及び第２項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につい に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者

ては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 の意見を聴いて定めるものとする。


